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歩道空間オープンテラス社会実験 
実施報告書 

 

１．実施概要 

 １）目的 

  コロナ禍でもまちなかの暮らしを安心して楽しめる環境づくりとして、歩行空間の民間事業者

等による活用を促すため、県管理道路の歩行空間を飲食店等のテラス営業に利用する社会実験を

行った。本社会実験は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の支援という側面を

持つものであるが、主に以下の項目について検証することを目的として実施した。 

  

 【検証項目】 

① 「歩道空間の活用」や「新しい生活様式に対応した“新しいまちづくりの在り方”」について、

県民（利用者・事業者）ニーズの掘り起こしを図る。 

② １店舗から対象として参入しやすくすることで、公共空間（歩道）を通じて周辺店舗にも取組

が波及し、エリア単位でのまちづくりにつながる効果を狙う。 

③ 歩道活用の実施事例を増やすことで手続き申請や管理上の課題を洗い出し、公共空間の利用

手続きガイドへ反映する。 

④ 民間が参入しやすい手続きとしてオンライン受付を試行し、利便性を検証する。 

 

 ２）取組内容 

対 象 者 商店街組合等の団体、飲食店等 

１店舗単独での応募も可能（１店舗の場合は自店舗前の活用が原則） 

対象箇所 県管理道路において、占用後に 2.0ｍ以上（歩行者交通量の多い区間は 3.5ｍ以上）

の歩行空間確保が可能な区間 

実施期間  令和２年７月２３日～同年１１月３０日（令和５年３月３１日まで延長） 

道路占用料 社会実験と位置づけることで免除 

受付方法 社会実験参加申込をオンライン受付とし、新たな生活様式に対応した手続きを試行 

申請支援 群馬県庁官民連携まちづくりプロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」）

が申請資料作成や管理者調整等を支援 

道路使用許可（警察署）と道路占用許可（土木事務所）について、別々に申請せず

にどちらか一方へ一括申請が可能となるワンストップ申請の制度が使えることを

各土木事務所に周知 
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【事業スキーム】 

 

 

 

 

 

【募集資料】 
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 【参加申込画面】 
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３）主な特徴 

① 国土交通省要請による特例ではなく、群馬県独自の道路占用許可基準により対応 

• 国土交通省要請に基づくコロナ緊急措置として許可基準を緩和する自治体が多い中、群

馬県は先行して類似の緩和基準をすでに規定済であった（H31.3道路占用許可基準改定）。 

• ただし、上記による活用実績がなかったことから、社会実験を通じて群馬県独自の道路

占用許可基準による実例をつくることで、今後の緩和基準活用を促す取組とした。 

② エリアを限定せず、１店舗から対象 

• 国土交通省要請では、実施主体を団体（１店舗の申請不可）と規定しており、団体内の

合意形成が一つのハードルと考えられた。 

• 群馬県の場合、独自の緩和基準において１店舗の申請も認めていることから、スピード

感を持った対応を可能とした（自治会長等の後援が条件）。 

 

【参考】国土交通省：占用許可基準の緩和（R2.6.5 付） 
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 【参考】群馬県道路占用許可基準（H31.3 改定） 
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２．実施状況 

１）広報 
知事の定例記者会見による発表や県ホームページ等を通じた周知を実施 

  

 

２）参加店舗・団体一覧 

  管内 路線 占用者 占用場所 期間 備考 

1 前橋 前橋高崎線・ 
新前橋停車場線 地元商店街組合 新前橋駅周辺 R2.9.25～R2.11.30 

駅前イベント実施（市道
占用と連携）。店舗前の
テラス席設置  

2 〃 前橋停車場線 都市再生推進法人 ケヤキ並木 R2.10.5～R2.11.30 キッチンカーの出店、 
テーブル設置   

3 太田 国道 407 号 飲食店 太田市東本町 R2.7.23～R2.11.30 
R3.5.31～R4.3.31 店舗前のテラス席設置 

4 桐生 桐生伊勢崎線 飲食店 桐生市本町６丁目 R2.7.31～R2.11.30 店舗前のテラス席設置 

5 〃 〃 飲食店 桐生市本町６丁目 R2.8.11～R3.3.31 店舗前のテラス席設置 

6 〃 前橋大間々桐生線 飲食店 桐生市末広町 R2.8.1～R5.3.31 店舗前のテラス席設置 

7 〃 〃 飲食店 桐生市末広町 R3.8.31～R4.3.31 店舗前のテラス席設置 
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３．考察 

１）参加店舗・団体ヒアリング結果 

• 夏は暑く冬は寒いので、快適な時期は限定されるが、屋外での飲食は好評だった。  

• 期間中、１店舗の参加だったので、近くの店舗や地域に波及すると良かった。 

• 道路占用料の免除は、嬉しい。 

• 道路管理者や警察に申請する書類の作成は、難しかったので、まちづくりチームにサポー

トしてもらえて助かった。 

• 継続して参加することで、手続きにも慣れることができた。 

 

２）事前課題の検証結果 

① 県民（利用者・事業者）ニーズの掘り起こしについて 

• 周知不足という課題もあるが、そもそも飲食店を経営するエリア内で申請条件（占用後に

2.0ｍの幅員を確保）を満たせる場所が多くないため、活用がそれほど広がらなかった。 

• 社会実験期間延長後も継続実施する店舗があることから一定のニーズが確認できた一方、

現状ではオープンテラス席を設けるメリットより申請手間のデメリットの方が大きく、あ

まり継続利用には結びつかなかった。 

• 道路占用許可の基準が緩和（H31.3 改定）済となっている一方で、道路使用許可の基準は

緩和されていない（地方公共団体の後援が必要）。今回は県の社会実験という理由で１店

舗でも道路使用許可が下りていたが、社会実験終了後は１店舗での道路使用許可が下りな

くなるため、歩道空間活用のハードルがより高まるものと考えられる。 

② １店舗から周辺（エリア単位）への波及効果について 

• 桐生市では１店舗の取組が同じ路線（歩道）上の別の店舗に波及する動きが見られたが、

エリア単位での広がりや連携には至らなかった。商店街組合を通さない取組としたことが

着手しやすい反面、エリアへの広がりにつながりにくかった一因と考えられる。 

• 新前橋駅周辺では複数店舗によるエリア単位での実施となったが、市道と県道の両方にま

たがるエリアのため行政との調整が煩雑になり、１回のみの短期イベントで終わってしま

った。 

③ 公共空間の利用手続きガイドへの反映について 

• 今回の社会実験を通じて県の道路占用許可基準による実例をつくることができた。 

• これにより、地域（商店街、商工会、自治会等）の合意を得ること、2m（3.5m）以上の歩

行空間が確保できること、地域代表者の同意書を提出すること、などの具体的な手続きを

明記して反映させることができた。 

④ オンライン受付の試行について 

• 大きな問題もなく運用できた。県庁ネットワークにおいても Forms の活用が可能となった
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ことから、オンライン受付は今後も有効な手段と考えられる。 

⑤ その他の効果 

• これまで道路使用許可はイベントなどの短期に限られるイメージが強かったが、今回の社

会実験を通じて、長期的な道路使用許可も可能であることを警察に認知してもらうことが

できた。長期的な道路使用でも事故が起きない結果を残せたことで、今後の道路活用の広

がりを考える上で関係者間の調整を円滑に進めるための実績を積み上げることができた。 

 

 【公共空間の利用手続きガイド】 
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３）今後の展開 

• 歩道空間の活用にあたっては、道路占用許可よりも道路使用許可を得る障壁の方が高い。

また道路使用許可の権限は警察にあるため、審査基準を改定することも難しい。そのため、

地方公共団体（市町村）の関心を引き出し、飲食店等への関与を促す取組を検討していく

必要がある。 

• 道路占用許可についても、道路占用許可基準を改定済みの県だけが許可できる現状から、

県道に限らず市道も含めた駅前等のエリア全体で道路占用許可が出せるように市町村の

意識も変えていく必要がある。 

 

 

 


